
広島市告示（安佐南区）第４７号 

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 

 

 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項及び第５５条第１項並び下水道法

（昭和３３年法律第７９号）第１５条及び第１７条の規定に基づき、道路と公共下水道の敷

地の効用を兼ねる施設の管理について、道路管理者と下水道管理者の協議が成立し、協定を

締結したので、別紙のとおりその内容を公示する。 

 

 

 

広島市長 松井 一實 

 


